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第３期さいたま市消費生活基本計画を策定しました

 さいたま市では、平成２６年（２０１４年）４月に策定した「さいたま市第２期

消費生活基本計画」と平成２９年（２０１７年）３月に策定した「さいたま市消費者

教育推進計画」がいずれも令和２年度（２０２１年度）末で計画期間が満了すること

に伴い、２つの計画を一体化した「第３期さいたま市消費生活基本計画」を策定しま

した。

１．計画期間  

令和３年（２０２１年）４月から令和８年（２０２６年）３月までの５年間

２．目的

 さいたま市消費生活条例に基づき、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、

市

の実施する消費生活に関する施策について、総合的かつ計画的な推進を図ることを目

的と

しています。

３．施策展開の基本的方向

 ７つの「消費者の権利（さいたま市消費生活条例第 2 条に規定）」を、下記の４つ
の「施策展開の基本的方向」としてまとめ、展開していきます。

（１）消費者の安心・安全の確保

 （２）自立した消費者の育成

 （３）消費者被害への機動的な対応

 （４）消費者意見の反映の促進

４．施策展開における重点事項
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 重点を置いて取り組む必要のある、次の２つの項目を「施策展開における重点事項」

として位置づけ、取組を進めていきます。 

（１）若年者への教育の推進・支援の強化

（２）高齢者等への支援の強化

５．公表物

 ・第３期さいたま市消費生活基本計画

 ・第３期さいたま市消費生活基本計画（概要版）
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